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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置と当該携帯端末装置を載置する置き台とを含む音響装置であって、
　前記携帯端末装置は、
　制御部と、音響情報を記憶する記憶部と、該音響情報を再生する再生部と、該再生部よ
り出力された音響信号を放音する第１スピーカ部と、前記音響信号を外部へ出力する出力
端子と、を有し、
　前記置き台は、
　入力端子と、前記出力端子に接触する前記入力端子から入力される前記音響信号の低音
域の音のみを放音する第２スピーカ部と、を有し、
　前記制御部は、前記第２スピーカ部より低音域の音のみを放音中に、前記第１スピーカ
部からも前記音響信号の中高音域の音を放音させることを特徴とする音響装置。
【請求項２】
　前記置き台は、前記入力端子から入力される前記音響信号の低音域の音のみを増幅する
増幅部をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の音響装置。
【請求項３】
　前記増幅部は、前記出力端子を介して受けた前記制御部からの制御信号に基づいて駆動
することを特徴とする請求項２に記載の音響装置。
【請求項４】
　前記置き台は、底壁部に、卓上に載置した際に卓上面との間に隙間を形成する脚部と、
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前記第２スピーカ部の放音孔と、をさらに有することを特徴とする請求項１から３のいず
れか一項に記載の音響装置。
【請求項５】
　前記置き台は、外部から前記増幅部へ電力の供給を受ける電源端子をさらに有し、
前記携帯端末装置は、前記出力端子を介して前記置き台より電力が供給されることを特徴
とする請求項２から４のいずれか一項に記載の音響装置。
【請求項６】
　前記携帯端末装置は、グランド端子をさらに有し、
　前記置き台は、載置時における前記携帯端末装置と対向する方向へ前記出力端子より突
出して形成されたグランド受け端子をさらに有することを特徴とする請求項１から５のい
ずれか一項に記載の音響装置。
【請求項７】
　置き台の入力端子を介して接続される携帯端末装置であって、
　制御部と、
　音響情報を記憶する記憶部と、
　前記音響情報を再生する再生部と、
　該再生部より出力された音響信号を放音するスピーカ部と、
　前記音響信号を外部へ出力する出力端子と、を備え、
　前記制御部は、前記出力端子に接触している前記入力端子を介して前記置き台に前記音
響信号を出力中に、前記スピーカ部より中高音域の音を放音させることを特徴とする携帯
端末装置。
【請求項８】
　携帯端末装置の出力端子を介して充電を行う置き台であって、
　外部から電力の供給を受ける電源端子と、
　前記携帯端末装置の出力端子と接続される入力端子と、
　前記携帯端末装置から出力され、前記入力端子を介して入力される音響信号の低音域の
音を増幅する増幅部と、
　前記携帯端末装置によって前記音響信号の中高音域の音を放音中に前記増幅部により増
幅された前記音響信号の低音域の音のみを放音するスピーカ部と、を備え、
　前記増幅部は、前記携帯端末装置から前記入力端子を介して入力される制御信号に基づ
いて駆動することを特徴とする置き台。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音響装置、携帯端末装置および置き台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯端末装置である携帯電話機のバッテリーを充電する際には、携帯電話機
を置き台に差し込むようにして充電している。ところで、近年、携帯電話機を用いた音楽
配信サービスの発達等により、携帯電話機で音楽を再生する機会が増えている。そして、
携帯時に携帯電話機で音楽をスピーカ再生することに加え、充電した状態でもスピーカ再
生することが求められている。そこで、例えば、特許文献１には、携帯電話機の二次電池
を充電するための充電機能を備えた携帯電話機の置き台であって、携帯電話機からの音声
信号を増幅する増幅部と、該増幅部で増幅された音声信号をステレオ音として外方へ放音
するための一対のスピーカーを備えたものが開示され、この置き台に携帯電話機を搭載す
ることで音響装置を構成することが示されている。
【特許文献１】特開２００２－１０１１７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　しかしながら、特許文献1の音響装置では、置き台に携帯電話機に搭載するスピーカよ
りも大きなスピーカ部を一組配置しなければならず、置き台の構造が大きくなると共に、
音響装置全体が高価なものになってしまうといった課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　そこで、上述した課題に鑑み、本発明は、携帯端末装置と当該携帯端末装置を載置する
置き台とを含む音響装置であって、前記携帯端末装置は、制御部と、音響情報を記憶する
記憶部と、該音響情報を再生する再生部と、該再生部より出力された音響信号を放音する
第１スピーカ部と、前記音響信号を外部へ出力する出力端子と、を有し、前記置き台は、
入力端子と、前記出力端子に接触する前記入力端子から入力される前記音響信号の低音域
の音のみを放音する第２スピーカ部と、を有し、前記制御部は、前記第２スピーカ部より
低音域の音のみを放音中に、前記第１スピーカ部からも前記音響信号の中高音域の音を放
音させることを特徴とする。
【０００５】
　また、好ましくは、前記置き台は、前記入力端子から入力される前記音響信号の低音域
の音のみを増幅する増幅部をさらに有することが良い。
　また、好ましくは、前記増幅部は、前記出力端子を介して受けた前記制御部からの制御
信号に基づいて駆動することが良い。
　また、好ましくは、前記置き台は、底壁部に、卓上に載置した際に卓上面との間に隙間
を形成する脚部と、前記第２スピーカ部の放音孔と、をさらに有することが良い。
　また、好ましくは、前記置き台は、外部から前記増幅部へ電力の供給を受ける電源端子
をさらに有し、前記携帯端末装置は、前記出力端子を介して前記置き台より電力を供給さ
れることが良い。
　また、好ましくは、前記携帯端末装置は、グランド端子をさらに有し、前記置き台は、
載置時における前記携帯端末装置と対向する方向へ前記出力端子より突出して形成された
グランド端子をさらに有することが良い。
　第２の観点の携帯端末装置は、置き台の入力端子を介して接続される携帯端末装置であ
って、制御部と、音響情報を記憶する記憶部と、前記音響情報を再生する再生部と、該再
生部より出力された音響信号を放音するスピーカ部と、前記音響信号を外部へ出力する出
力端子と、を備え、前記制御部は、前記出力端子に接触している前記入力端子を介して前
記置き台に前記音響信号を出力中に、前記スピーカ部より中高音域の音を放音させること
を特徴とする。
　第３の観点の置き台は、携帯端末装置の出力端子を介して充電を行う置き台であって、
外部から電力の供給を受ける電源端子と、前記携帯端末装置の出力端子と接続される入力
端子と、前記携帯端末装置から出力され、前記入力端子を介して入力される音響信号の低
音域の音を増幅する増幅部と、前記携帯端末装置によって前記音響信号の中高音域の音を
放音中に前記増幅部により増幅された前記音響信号の低音域の音のみを放音するスピーカ
部と、を備え、前記増幅部は、前記携帯端末装置から前記入力端子を介して入力される制
御信号に基づいて駆動することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、携帯端末装置の音響情報を再生する際に、指向性の高い中高音域の音
を携帯端末装置に備える一対のスピーカ部よりステレオ音として外方へ放音し、指向性の
低い低音域の音を置き台のスピーカ部より外方へ放音するようにしたことから、置き台に
配置するスピーカ部は一つで済み、ステレオ効果音を放音可能な音響装置を安価に提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。なお、以下、携帯端末装置とし
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て携帯電話機について説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく、情報携帯端
末（ＰＤＡ）、ノートパソコン、デジタルカメラ、小型オーディオプレーヤー等の他の携
帯端末装置であってもよい。また、置き台として、ドーム型で上面に携帯端末装置を載置
するクレードルについて説明するが、本発明はこれに限定されるものではなく、他の形状
や、携帯端末装置を載置する態様が異なるクレードル等であってもよい。
【０００８】
　図１は本発明の一実施形態における音響装置１の外観斜視図を示す。
【０００９】
　図１に示すように、本実施形態における音響装置１は、携帯端末装置としての折り畳み
型の携帯電話機２と、ドーム型の置き台としてのクレードル３とを備える。折り畳まれた
状態の携帯電話機２は、クレードル３の上面に形成される載置部３１に挿入されるように
して載置される。
【００１０】
　図２は携帯電話機２を開いた状態の外観斜視図を示す。図３は携帯電話機２を折り畳ん
だ状態の外観斜視図を示す。
【００１１】
　図２に示すように、携帯電話機２は、平面形状が矩形状をした操作部側筐体２１と、平
面形状が矩形状をした表示部側筐体２２と、を備える。操作部側筐体２１は、折り畳んだ
状態で表示部側筐体２２と向かい合う面である内側面２１ａに配置される内側操作ボタン
群２４と、携帯電話機２の使用者が通話時に発した音声が入力される音声入力部２６と、
リンガ音や音楽情報等をステレオ音として出力する一対のスピーカ（図７の２５０）と、
を備える。
【００１２】
　内側操作ボタン群２４は、各種設定や電話帳機能やメール機能等の各種機能を作動させ
るための機能設定操作ボタン２４ａと、電話番号の数字やメール等の文字等を入力するた
めの入力操作ボタン２４ｂと、各種操作における決定やスクロール等を行うと共に、再生
する楽曲の選択や決定を行う決定操作ボタン２４ｃと、から構成される。
【００１３】
　また、操作部側筐体２１の内側面２１ａとは反対側の面である外側面２１ｂ側に収容さ
れるバッテリー（図７の２６０）と、前記外側面２１ｂに配置される不図示の携帯電話機
側端子群とを備える。携帯電話機側端子群は音響信号を出力する音響信号出力端子と、後
述するクレードル３の増幅部（図７の３１０）を制御する制御信号を出力する制御信号出
力端子と、充電端子と、グランド端子と、から構成される。
【００１４】
　表示部側筐体２２は、折り畳んだ状態で操作部側筐体２１と向かい合う面である内側面
２２ａに配置される、各種情報を表示するための液晶ディスプレィや有機ＥＬディスプレ
ィ等の内側表示部２７と、通話の相手側の音声を出力する音声出力部２９と、を備える。
【００１５】
　また、操作部側筐体２１の上端部と表示部側筐体２２の下端部とは、ヒンジ機構２３を
介して開閉可能に連結されている。携帯電話機２は、ヒンジ機構２３を介して連結された
操作部側筐体２１と表示部側筐体２２とを相対的に回転（回動）することにより、操作部
側筐体２１と表示部側筐体２２とが互いに開いた状態（閉放状態）にしたり、操作部側筐
体２１と表示部側筐体２２とを折り畳んだ状態（折畳み状態）にしたりできる。
【００１６】
　図３は、携帯電話機２を折り畳んだ状態の外観斜視図を示す。図３に示すように、携帯
電話機２は、折り畳んだ状態において外側に配置される外側操作ボタン群２５と、表示部
側筐体２２の側面２２ｂの略中央に配置される、各種情報を表示するための液晶ディスプ
レィや有機ＥＬディスプレィ等の外側表示部２８と、を備える。外側操作ボタン群２５は
、表示部側筐体２２の外側表示部２８を囲むように配置され、各種操作における決定やス
クロール等を行うと共に再生する楽曲の選択や決定を行う決定操作ボタン２５ａと、各種
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設定や電話帳機能やメール機能等の各種機能を作動させるための機能設定操作ボタン２５
ｂ及び２５ｃとを備える。
【００１７】
　ここで、外側操作ボタン群２５と、外側表示部２８とは、図１に示すクレードル３に載
置された状態おいても外側に露出される。なお、本実施形態において、いわゆる折り畳み
型の携帯電話装置の形態を示しているが、本発明に係る携帯電話装置の形態としては特に
これに限られない。
【００１８】
　図４は置き台としてのクレードル３の外観斜図を示す。図５は図４のクレードル３にお
ける断面を説明する図である。図６はクレードル３におけるクレードル側端子群が突出す
る機構を説明する図である。
【００１９】
　図４に示すように、クレードル３は、携帯電話機２を載置する凹状の載置部３１と、載
置部３１の底面３３から同じ高さに配置されるクレードル側端子群４１と、を備える。こ
こで、携帯電話機２は、図３における載置面２０が底面３３に当接するように載置される
と共に、操作部側筐体２１の外側面２２ｂがクレードル側端子群４１側に向くようして載
置される。
【００２０】
　図５に示すように、クレードル３は、内部に配置されるスピーカ（図７の３２０）と、
底壁部５０に配置され、スピーカ３２０から出力される音波を外方に放音する複数のスピ
ーカ孔５１を備える。また、クレードル３は、内部に配置されクレードル側端子群４１を
保持する保持部材３２を備える。なお、符号５５はクレードル３の底壁部５０に設けられ
た脚部であり、所定の間隔で４つ設けられており、卓上に載置した際に卓上と底壁部５０
との間に隙間を形成するようになっている。
【００２１】
　図６に示すように、保持部材３２は、表面の一端側に配置される突起部４０と、クレー
ドル側端子群４１を保持する保持部４５及び４６と、保持部４５及び４６に形成されクレ
ードル側端子群４１が裏面側から表面側に突出する開口部４５ａ及び４６ａと、側面に配
置される回動軸４９と、を備える。図５に示すように、保持部材３２は、不図示の軸受け
部に回動軸４９を軸支された状態で配置される。
【００２２】
　クレードル側端子群４１は、音響信号入力端子４１ａと、制御信号入力端子４１ｂと、
給電端子４１ｃと、グランド受け端子４１ｄと、により構成される。音響信号入力端子４
１ａと制御信号人力端子４１ｂとは、開口部４５ａから突出するように配置され、給電端
子４１ｃと、グランド受け端子４１ｄとは開口部４６ａから突出するように配置される。
そして、クレードル側端子群４１において、グランド受け端子４１ｄの先端が最も突出す
るように構成される。また、それぞれの端子は、針金状の部材を折り曲げで一方側に突出
するように形成されると共に、それぞれの端子部分と連続する所定部が図５における固定
軸５３の外周に巻かれるようにして配置される。これにより、それぞれの端子は、固定軸
５３を固定点として弾性変形し、いわゆるバネ端子として機能する。
【００２３】
　図６に示すように、クレードル側端子群４１は、突起部４０と回動軸４９を挟んだ他端
側に配置される。そして、保持部材３２における突起部４０と、クレードル側端子群４１
とは、クレードル３の内部から外部（載置部３１内）に突出可能に構成される。具体的に
は、図５に示すように、突起部４０は、凹状の載置部３１における底面３３に形成される
突起用開口部４０から突出可能に配置され、クレードル側端子群４１は、載置部３１の側
面に形成される端子用開口群４１０から突出可能に配置される。また、保持部材３２は、
突起部４０が載置部３１の底面３３から突出する方向に不図示の付勢部材により付勢され
る。
【００２４】
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　ここで、携帯電話機２をクレードル３に載置する際における保持部材３２の動作を説明
する。
【００２５】
　まず、図３に示す折り畳んだ状態の携帯電話機２をクレードル３における凹状の載置部
３１に挿入するように載置することで、携帯電話機２の裁置面２０が、載置部３１の底面
３３に突出して配置される突起部４０をクレードル３の内部側に押し下げる。これにより
図６に示すように、保持部材３２における突起部４０側が矢印Ｆ１方向に回動軸４９を中
心に回動すると共に、突起部４０における反対側の端部が矢印Ｆ２方向に回動する。この
回動動作により、クレードル側端子群４１は、載置部３１の側面から載置部３１内に突出
して、携帯電話機側端子群にそれぞれ電気的に接続される。
【００２６】
　図７は、携帯電話機２とクレードル３とから構成される音響装置１の電気的構成を説明
するプロック図である。
【００２７】
　図７に示すように、音響装置１は、クレードル３が携帯雷話機２に対して所定の充電を
行うと共に、携帯電話機２からクレードル３に音響信号及び制御信号が出力されるよう構
成される。
【００２８】
　具体的には、携帯電話機２は、電波を受信するアンテナ２０５と、受信した電波を増幅
して音声データに復調する無線部２１０と、バッテリー２６０を備える。また、携帯電話
機２は、表示部２７，２８と、操作ボ夕ン群２４，２５と、記憶部２３０と、所定の音楽
データを音響信号に変換する再生部２４０と、これらを制御する制御２２０と、再生部２
４０からの音響信号を音波として外方へ出力するスピーカ２５０と、を備える。
【００２９】
　クレードル３は、低音域の音を増幅する増幅部３１０と、増幅部３１０で増幅された音
響信号を音波として外方へ出力する一つのスピーカ３２０と、増幅部３１０に電力を供給
すると共に携帯電話機２を充電するための一次電源と不図示のＡＣアダプタを介して接続
される電源端子３３０と、を備える。
【００３０】
　そして、音響装置１を構成する携帯電話機２とクレードル３とは、携帯電話機側端子群
６１とクレードル側端子群４１とが電気的に接続される。具体的には、携帯電話機２は、
再生部２４０からの音響信号を出力する音響信号出力端子６１ａと、制御部２２０から増
幅部３１０を制御する制御信号を出力する制御信号出力端子６１ｂと、不図示のバッテリ
を充電するための充亀端子６１ｃと、グランド端子６１ｄと、を備える。
【００３１】
　クレードル３は、増幅部３１０に音響信号を入力する音響信号入力端子４１ａと、増幅
部３１０に制御信号を入力する制御信号入力端子４１ｂと、電源端子３３０から供給され
る電カを携帯電話機２に供給する給電端子４１ｃと、グランド受け端子４１ｄと、を備え
る。
【００３２】
　そして、音響信号出力端子６１ａと音響信号入力端子４１ａとが電気的に接続され、制
御信号出力端子６１ｂと制御信号入力端子４１ｂとが電気的に接統され、充電端子６１ｃ
と給電端子４１ｃとが電気的に接続され、グランド端子６１ｄとグランド受け端子４１ｄ
とが電気的に接続される。これにより、携帯電話機２から出力される音響信号及び制御信
号がそれぞれ増幅部３１０に入力され、クレードル３において、増幅部３１０は制御信号
により制御されると共に、増幅された音響信号がスピーカ３２０から音波として外方へ出
力される。
【００３３】
　ここで、音響装置１の動作を図８のフローチャートに基づいて説明する。
【００３４】
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　まず、ステップＳ１により、図２に示す携帯電話機２の内側操作ボタン群２４を操作し
て、内側表示部２７に表示される楽曲リストから所定の楽曲を選択・決定して、携帯電話
機２において音楽を再生する指示を行うと、記億部２３０に記億される楽曲データが再生
部２４０により音響信号に変換され、スピーカ２５０より放音される。
【００３５】
　次いで、ステップＳ２により、図３のように携帯電話機２を折り畳んで、図１のように
クレードル３の載置部３１に載置する。ステップＳ３により、携帯電話機２の載置面２０
が載置部３１の底面３３から突出する突起部４０を押し下げる。この突起部４０が押し下
げられることで、クレードル側端子群４１が載置部３１内に突出する。
【００３６】
　ステップＳ４により、最初にグランド受け端子４１ｄがグランド端子６１ｄに当接して
電気的に接続される。続いて、ステップＳ５により、音響信号入力端子４１ａが音響信号
出力端子６１ａに当接して電気的に接続される。同時に、制御信号入力端子４１ｂが制御
信号出力端子６１ｂに当接し電気的に接続される。また、同時に給電端子４１ｃが充電端
子６１ｃに当接して電気的に接続される。
【００３７】
　ステップＳ６により、制御部２２０の作用下で再生部２４０から全音域の音響信号が音
響信号出力端子６１ａを介して増幅部３１０に出力されると、増幅部３１０に備えるフィ
ルタ機能により中高音域の音がカットされ、低音域の音のみ増幅されてスピーカ部３２０
に出力される。
【００３８】
　ステップＳ７により、指向性の高い中高音域の音響信号は携帯電話機２側のスピーカ２
５０で放音され、指向性の低い低音域の音響信号はクレードル３側のスピーカ３２０で放
音される。ここで、低音域と中高音域とは、例えば、１ｋＨｚを基準として分けることが
できる。また、ステップＳ８にて携帯電話機２におけるバッテリ２６０への充電も開始さ
れる。
【００３９】
　ステップＳ９により、図１に示す外側操作ボタン群２５により、再生中の楽曲と異なる
楽曲を外側表示部２８を見ながら選択・決定し、楽曲を変更する。変更した楽曲について
も低音域がクレードル３側のスピーカ３２０から放音され、中高音域が携帯電話機２側の
スピーカ２５０から放音される。
【００４０】
　ステップＳ１０により、携帯電話機２をクレードル３から離間させると、ステップＳ１
１により音響信号入力端子４１ａが音響信号出力端子６１ａから離間し、制御信号入力端
子４１ｂが制御信号出力端子６１ｂから離間し、給電端子４１ｃが充電端子６１ｃから離
間する。そして、ステップＳ１２により、最後にグランド受け端子４１ｄがグランド端子
６１ｄから離間する。
【００４１】
　ステップＳ１３により、制御部２２０の作用下で再生部２４０は、全音域の音響信号を
携帯電話機２側のスピーカ２５０に出力する。これにより、楽曲における全音域が携帯電
話機２側のスピーカ２５０から放音される。
【００４２】
　本実施形態によれば、携帯電話機２とクレードル３とを含み、携帯電話機２からクレー
ドル３の増幅部３１０を制御する制御信号を、クレードル３側に出力する音響装置１を提
供することができる。更には、グランド端子６１ｄとグランド受け端子４１ｄとの電気的
接続が、制御信号出力端子６１ｄと制御信号入力端子４１ｄとの電気的接続よりも早くな
されるよう構成される音響装置１を提供することができる。これにより、携帯電話機２を
クレードル３に戴置する際におけるスピーカ３２０からのポップ音等のノイズ発生を抑制
できると共に、各音域の制御回路をクレードル３に設ける必要もないため、クレードル３
の構造を簡略して小型化できる。
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【００４３】
　また、携帯電話機２をクレードル３に載置した際、携帯電話機２側のスピーカ２５０か
ら指向性の高い中高音域を放音し、クレードル３側のスピーカ３２０から指向性の低い低
音域を放音することで、全音域をカバーできると共に、携帯電話機２に搭載されるような
小型のスピーカ２５０では不十分であった低音域の音を十分に出力することができ、この
ような構造でもステレオ効果を持った音を出力可能な音響装置１を実現することができる
。
【００４４】
　しかも、クレードル３に配置するスピーカ部３２０は一つで済むため、クレードル３を
小型化できると共に、音響装置１を安価に提供することができる。
【００４５】
　また、クレードル３のスピーカ３２０から指向性の低い低音域を放音するように構成す
ることで、クレードル３の底壁部５０を向くようにスピーカ３２０を配置できると共に、
底壁部５０にスピーカ孔５１を設けることができる。これにより、クレードル３における
デザイン性の自由度が向上すると共に、フラットな底壁部５０から放音することで全方位
へ出力できる。しかも、クレードル３における防塵性、防滴性も向上する。
【００４６】
　以上、本形態の好適な実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定
されることなく種々の形態で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態における音響装置の外観斜視図を示す。
【図２】携帯電話機を開いた状態の外観斜視図を示す。
【図３】携帯雷話機を折り畳んだ状態の外観斜視図を示す。
【図４】クレードルの外観斜図を示す。
【図５】図４のクレードルにおける断面を説明する図である。
【図６】クレードルにおけるクレードル側端子群が突出する機構を説明する図である。
【図７】音響装置の電気的構成を説明するプロック図である。
【図８】音響装置の動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００４８】
１　音響装置
２　携帯電話機（携帯端末装置）
３　クレードル（置き台）
２０　載置面
２１　操作部側筐体
２２　表示部側筐体
３１　載置部
３２　保持部材
３３　底面
４１ａ　音響信号入力端子
４１ｂ　制御信号入力端子
４１ｃ　給電端子
４１ｄ　グランド受け端子
５０　底壁部
５５　脚部
６１ａ　音響信号出力端子
６１ｂ　制御信号出力端子
６１ｃ　充電端子
６１ｄ　グランド端子
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２２０　制御部
２５０　スピーカ
３１０　増幅部
３２０　スピーカ
３３０　電源端子

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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